
配付資料１ 

「経済・財政再生計画」に沿った取組

の各府省の公表資料について


※ 「平成28年度予算編成の基本方針」において、各府省は、平成28年度予算の
概算閣議決定時に「経済・財政再生計画」に沿った取組を適切に公表することとさ
れており、本資料は各府省がホームページで公表した当該取組の資料を取りまと
めたもの



【参考】 平成28年度予算編成の基本方針（平成27年11月27日閣議決定） 〔抜粋〕

２．（２）「経済・財政再生計画」初年度における歳出改革の推進 

③ 歳出改革の実現には、それぞれの施策、事業の実行主体が、責任を持って対応していくことが
不可欠となる。こうした観点から、平成28年度歳入歳出概算についての閣議決定時において、予
算への反映を含めた「経済・財政再生計画」に沿った取組について、各府省において適切に公表
を行う。 （以下略）
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